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はじめに 

 平成 18年度に「産業医に対する業務上判断の支援

状況に関する調査研究」を実施、48.3％の産業医が

精神疾患受療中の労働者の職場復帰・就業上の措置

等について本人や職場から意見を求められて苦慮し

ている姿が浮かびあがった。三重県では、産業保健

側から見た臨床主治医との連携に関する調査を行っ

てきたが、今回は精神科主治医側から見た産業医と

の連携条件を明らかにする目的で、アンケート調査

を行った。 

Ⅰ．調査方法と対象 

 調査は、依頼書と調査票（別紙１）を平成 19 年 12

月末に郵送し、最近 1年間に担当した勤労者である

患者に関するアンケート調査を行った。 

 三重県医師会名簿（平成 18年版）から、精神科、

精神神経科、心療内科、神経科を主たる診療科とし

て掲載されている医師 106 名（以下、「精神科主治医」

と記す）を対象とした。 

Ⅱ．結果と考察 

 受診のきっかけは本人自身の意志によるものが３

分の２以上であった(表１）。職場から紹介された場合

の担当の職種は、直接の上司が 41.3％と最も多く、

次いで産業医が 22.2％、保健師・看護師が 17.5％、

人事・労務担当が 7.9％であった。三宅らの調査の

人事労務担担当６４％、産業医１1％、保健師・看護

師 19％との差は、事業所の規模や産業医の選任状況

等が大きく関係していると思われる。復職時の事業

所側での医療機関対応職種は「直接の上司」47.7％、

「人事・労務担当」19.0％となっており、産業医が

紹介後の対応は職制や人事・労務担当に任せている

事業所が多いと思われる。一方、精神科主治医は復

職時の適切な窓口を「産業医」、「直接の上司」、「人

事・労務担当」の順で(表２)、産業医にその専門家と

しての役目を果たすことを期待している。 

 精神科主治医が「復職のための診断書や診療情報

提供書」を作成時必要とする情報を表に示した(表３）。

メンタルヘルス不調の原因・職場復帰の成否には、

職場の人間関係や過重労働負荷等の労働条件が重要

な要因になると考えていると思われる。精神科主治

医が産業医に伝えたいとした「治療の内容・復職後

の業務内容」は、円滑な職場復帰、治療の継続、再

発の防止に必要な職場の条件で、産業医が医療の専

門家として治療内容等を把握し、積極的に指導・調

整を行うことへの期待の表れであろう。なお、「職場

の人間関係」への回答が低いが、これは産業医以外

の職種でも十分対応可能なためと思われる（表４）。 

 精神科主治医の職場のメンタルヘルスへの関心度

は 93.6％と高かったが、日医認定産業医の有資格及

び現在認定単位取得中は少数で、積極的に産業医を

目指す精神科医が少ない(表５)。一方有資格者の半数

以上が産業医活動中で精神科医に対する産業医とし

てのニーズは高まっていると思われる(表６）。 



 我々の前回の調査研究では、産業医へのセカン

ド・オピニオンのための資料提供請求が 16.7％で、

今回の調査は 41.3％とかなり高かったが、設問の差、

セカンド・オピニオンの認知度の増加などが考えら

れる。セカンド・オピニオンの内容は、「就業上の配

慮について」は少なかった（表７）。前回の調査では、

「就業上の配慮」が 42.6％であったが、これは対象

が産業医であり、産業医と労働者の関係を考慮すれ

ば当然であろう。セカンド・オピニオンについて精

神科主治医は 69.8％が制度の確立が必要と答えた

(表８）。セカンド・オピニオンのための資料請求あり

と回答した精神科主治医では 80.8％が、資料請求な

しと回答した精神科主治医では62.2％が制度の確

立の必要性を認めていた。 

まとめ 

 精神科主治医から見たメンタル疾患に対する産業

医のかかわり方に関しては、産業医は紹介した後は

ほとんどが専門医にお任せで、治療の継続や復職の

プロセスにおいて積極的にかかわりを持つことが少

ないように思われる。精神疾患を中心として産業医

及び産業保健スタッフ等と精神科医の連携を強化す

るためには、企業において実際にメンタル疾患問題

を取り扱う職種のみならず、全ての労働者に対して

も、産業医（専属・嘱託に拘わらず）を中心とした

メンタルヘルス活動の重要性と、精神科医との連携

の必要性に関する教育・啓発を充実させることが望

まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


